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東京都説明会資料：

『都市計画変更案及び環境影響評価書案のあらまし』
p１～２より抜粋。

立川都市計画道路３・３・３０号 立川東大和線 全体位置図
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立3・3・30号線

立3・2・10号線（約1.95ｋｍ）

立川都市計画道路３・2・1０号 緑川通り線 全体位置図



3.770+3.690＝7.460ｋｍ
『約7.5km』が、今回の都市計
画変更の延長。
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東京都説明会資料：
『都市計画変更案及び環境影響評価書案のあらまし』
p3～4より抜粋。
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◎東京都の都市計画変更案に対して、
立川市としては、円滑な交通の誘導
等、都市計画道路の機能の向上に資
することから、都市計画法18条に
基づく意見照会に対し、意見なしで
回答をしたい。
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18条の意見照会回答（市⇒都 ）R2/2/25回答〆切

決定告示（東京都）R２年6月下旬予定

都市計画審議会本審（東京都）R2年5月中旬予定

都市計画審議会諮問（市）R2/2/18本日
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